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３
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３
月
・
４
月
は
転
勤
や
新
入
学
な
ど
で
住
所
変
更
等
に
関
す

る
届
出
が
、
一
年
の
う
ち
で
最
も
多
い
時
期
で
す
。
新
地
町
に

移
っ
て
き
た
と
き
や
、
町
外
に
移
る
と
き
に
は
転
入
・
転
出
の

届
出
が
必
要
で
す
。
早
め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

住
民
登
録

　

住
所
を
変
更
し
た
と
き
に
は
、

役
場
へ
の
住
民
登
録
の
届
出
が
必

要
で
す
。

　

正
し
い
住
所
を
届
け
て
お
か
な

い
と
、選
挙
が
で
き
な
か
っ
た
り
、

国
民
年
金
や
児
童
手
当
な
ど
の
給

付
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
ば
か
り

で
な
く
、
子
ど
も
の
予
防
接
種
や

入
学
に
ま
で
影
響
が
出
て
き
ま

す
。
下
表
に
該
当
す
る
方
は
、
必

ず
期
限
内
に
役
場
町
民
課
に
届
出

て
く
だ
さ
い
。

印
鑑
登
録

　

印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
金
銭
の

貸
し
借
り
や
登
記
な
ど
に
使
わ
れ

る
大
切
な
も
の
で
す
。
そ
の
た

め
、
印
鑑
登
録
を
行
う
に
は
、
登

録
す
る
印
鑑
の
他
に
、
本
人
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の
運
転

免
許
証
等
、
官
公
庁
で
発
行
し
た

写
真
入
り
の
身
分
証
明
書
が
必
要

で
す
。

　

病
気
や
仕
事
な
ど
で
本
人
が
お

越
し
に
な
れ
な
い
場
合
に
は
、
代

理
で
の
申
請
が
で
き
ま
す
が
、
本

人
（
自
筆
）
の
委
任
状
（
代
理
人

選
任
届
等
）、
代
理
人
の
印
鑑
、

代
理
人
の
身
分
証
明
書
等
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
場
合

に
は
登
録
本
人
宛
に
照
会
文
書
を

郵
送
し
て
、
申
請
に
相
違
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
ま
す
の
で
、
２
、

３
日
程
度
か
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の
交

付
を
申
請
す
る
場
合
に
は
、
印
鑑

登
録
証
（
カ
ー
ド
）
を
忘
れ
ず
に

お
持
ち
く
だ
さ
い
。

身
分
証
明
書
が
必
要
で
す

　

本
人
に
な
り
す
ま
し
た
者
が
、

転
出
や
転
入
な
ど
の
届
出
を
す
る

こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
、
町

で
は
、
住
民
の
異
動
届
出
や
印
鑑

登
録
な
ど
を
さ
れ
る
方
に
身
分
証

明
書
を
提
示
し
て
い
た
だ
き
、
本

人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
人
確
認
の
た
め
の
書
類
は
、

運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
そ
の
他
官

公
庁
が
発
行
し
た
写
真
入
り
の
身

分
証
明
書
な
ど
で
す
。

住所変更等の届出
届出事項 届出期間 持参するもの

転入届
（他市町村から引っ越してきたとき）

新地町に住み始めた日から 14 日以内

・届出人の印鑑
・転出証明書（前住所地で交付されたもの）
・国民年金手帳（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

転出届
（他市町村に引っ越すとき）

転出先・転出する日が決まったら
速やかに

・届出人の印鑑
・印鑑登録証（登録者のみ）
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

転居届
（町内で住所を変えたとき）

住所を移した日から 14 日以内
・届出人の印鑑
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

世帯主変更届 変更した日
・届出人の印鑑
・国民健康保険証（加入者のみ）
・本人確認書類（※）

（※）本人確認書類とは、運転免許証、住基カード（写真入り）やパスポートなど官公庁発行の写真入りの身分証明書（有
　　効期限内のもの）などです。

届
出
は
お
早
め
に

届
出
は
お
早
め
に

◎問い合わせ　町民課（☎62２１１５）
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学
校
臨
時
調
理
員

　

学
習
支
援
員

　

介
助
員
募
集

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
町
立
小

中
学
校
の
臨
時
調
理
員
、
児
童
生

徒
の
学
習
等
を
支
援
す
る
学
習
支

援
員
、
補
助
員
、
身
辺
自
立
補
助

等
の
介
助
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員

・
臨
時
調
理
員　

１
名

・
学
習
支
援
員
、
補
助
員　

２
名

・
介
助
員　

２
名

応
募
資
格

・
臨
時
調
理
員　

調
理
師
の
資
格

を
有
す
る
方
（
平
成
25
年
３
月
末

日
ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
方

を
含
む
）

・
学
習
支
援
員　

養
護
教
諭
ま
た

は
小
学
校
、
中
学
校
教
諭
の
資
格

を
有
す
る
方

・
学
習
支
援
補
助
員　

学
習
支
援

や
特
別
支
援
を
援
助
で
き
る
方

・
介
助
員　

学
校
生
活
や
身
辺
自

立
の
支
援
が
必
要
な
児
童
を
介
助

で
き
る
方

雇
用
期
間　

４
月
８
日
か
ら
６
か
月
以
内
（
期

間
更
新
の
場
合
あ
り
）

平成 25 年度　自衛隊幹部候補生募集案内
募集種目 区分 男子 女子 試験期日 受付期限

一般幹部
候補生
大卒
程度
試験

陸上
自衛隊

一般要員 約 110 名 約 10 名
1 次試験  ５月 11 日㈯・12 日㈰
筆記試験
（12 日は飛行要員希望者のみ）
２次試験  
６月 11 日㈫～ 14 日㈮のうち指定する１日
小論文、口述試験、身体検査等
３次試験（海上・航空自衛隊飛行要員のみ）
海上自衛隊
７月 8日㈪～ 12 日㈮のうち指定する１日
航空自衛隊
第１回７月 20 日㈯～ 25 日㈭
第２回７月 27 日㈯～８月１日㈭
第３回８月 3日㈯～８日㈭予備

４月 26日㈮

締切日必着

音楽要員 若干名

海上
自衛隊

一般要員
約 50 名 約 10 名飛行要員

航空
自衛隊

一般要員
約 40 名 約 10 名飛行要員

一般幹部
候補生
院卒者
試験

陸上
自衛隊

一般要員

（理・工学）
約 10 名

一般要員

（法学）
若干名

海上
自衛隊

一般要員

（理・工学）
約 20 名

航空
自衛隊

一般要員
約 10 名飛行要員

※応募資格や試験会場など、詳しくは自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所までお問い合わせください。

◎問い合わせ　自衛隊福島地方協力本部相双地域事務所（☎㉓４７１２）

勤
務
時
間

８
時
〜
15
時
（
臨
時
調
理
員
は
８

時
〜
16
時
45
分
）

週
４
〜
５
日

賃
金

・
臨
時
調
理
員

６
，
６
０
０
円
／
日

・
学
習
支
援
員

２
，
０
０
０
円
／
時
間

・
学
習
支
援
補
助
員

１
，
５
０
０
円
／
時
間

・
介
助
員

１
，
５
０
０
円
／
時
間

勤
務
場
所　

町
内
各
小
中
学
校

選
考
方
法　

書
類
審
査
お
よ
び
面
接

募
集
期
間　

４
月
２
日
㈫
ま
で

申
込
手
続

　

履
歴
書
を
新
地
町
教
育
委
員
会

教
育
総
務
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ

教
育
総
務
課
（
☎
62
４
４
７
７
）

　

発
掘
調
査

　

作
業
員
募
集

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
平
成
25

年
度
町
内
遺
跡
発
掘
調
査
作
業
員

を
募
集
し
ま
す
。

雇
用
人
数　

10
名
程
度

応
募
資
格　

満
18
歳
か
ら
満
68
歳

ま
で
の
町
内
在
住
で
健
康
な
方

（
昭
和
19
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
７

年
４
月
１
ま
で
に
生
ま
れ
た
方
）

賃
金　

６
，
０
０
０
円
／
日

雇
用
期
間　

４
月
下
旬
〜
12
月
下
旬

作
業
内
容　

町
内
文
化
財
の
発
掘

調
査
、町
内
文
化
財
施
設
の
清
掃
、

整
理

作
業
時
間　

８
時
30
分
〜
16
時
45
分

原
則
１
か
月
15
日
間
勤
務

作
業
場
所　

町
内

応
募
期
間　

４
月
５
日
㈮
ま
で

応
募
方
法　

町
教
育
委
員
会
へ
履

歴
書
（
顔
写
真
添
付
）
を
送
付
、

も
し
く
は
直
接
お
持
ち
込
み
く
だ

さ
い
。
選
考
は
書
類
選
考
に
て
行

い
、
採
用
結
果
は
４
月
中
旬
に
郵

送
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。

そ
の
他　

土
・
日
・
国
民
の
祝
祭

日
は
休
み
。
業
務
上
の
事
故
に
つ

い
て
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険

法
に
よ
り
対
応
し
ま
す
。
ま
た
雇

用
保
険
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

◎
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

教
育
総
務
課
（
☎
62
４
４
７
７
）
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20
歳
以
上
の
方
は
、
学
生
で

あ
っ
て
も
国
民
年
金
に
加
入
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
学
生
の
方
は
一
般
的

に
所
得
が
少
な
い
た
め
、
本
人
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国

民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ

れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が

あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教

育
法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学

院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
及
び

各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上

で
あ
る
課
程
）、
一
部
の
海
外
大

学
の
日
本
分
校
に
在
学
す
る
方
で

す
。
ま
た
夜
間
・
定
時
制
課
程
や

通
信
制
課
程
の
方
も
含
ま
れ
ま
す

の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
学
生
の
方
が

対
象
と
な
り
ま
す
。

ご
存
知
で
す
か
？

「
学
生
納
付
特
例
制
度
」と「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　

学
生
納
付
特
例
の
承
認
期
間
は

４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
と
な
り

ま
す
が
、
次
の
年
度
も
在
学
予
定

で
あ
る
場
合
、
４
月
始
め
に
再
申

請
の
用
紙
が
送
ら
れ
て
き
ま
す
の

で
、
引
続
き
学
生
で
あ
れ
ば
、
必

要
事
項
を
記
入
の
上
ご
返
送
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
学
生
で
な
い
30
歳
未
満

の
方
の
場
合
に
は
、
本
人
及
び
配

偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
に
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
る
「
若
年
者
納
付
猶

予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

休日在宅歯科当番医

４月７日㈰　
木幡歯科医院
（鹿島区）☎46２２４４
４月 14日㈰　
山本歯科医院
（相馬市）☎35２８５３
４月 21日㈰　
すすむ歯科医院
（原町区）☎㉖１０６２
４月 28日㈰
わたなべ歯科クリニック
（相馬市）☎36２３４５
４月 29日㈪　
鈴木歯科医院
（原町区）☎㉓２７０７

診療時間　９時～ 16時

休日在宅当番医

４月７日㈰　
阿部クリニック
（相馬市）☎35２５５３
４月 14日㈰　
柏村内科胃腸科
（相馬市）☎36６６３６
４月 21日㈰　
浜通りふれあい診療所
（相馬市）☎㉖７１００
４月 28日㈰
早川医院
（相馬市）☎37３５００
４月 29日㈪　
桜ヶ丘さいとう整形外科
（相馬市）☎35１３３３

診療時間　９時～ 16時

無料法律相談所
　新地町では、次のとおり弁護士および司法書士

による無料法律相談所を開設します。

開設日時（４月）
①弁護士による相談　　４月 16 日㈫

②司法書士による相談　 ４月９日㈫

場所・時間　役場１０１相談室　14 時～ 16 時
相談員　福島県弁護士会相馬支部所属弁護士
　　　　福島県司法書士会所属司法書士　　　　

相談内容　被災者の生活に関する悩みや支援制度の紹介等
◎問い合わせ
福島県弁護士会相馬支部（☎36４７８９）

福島県司法書士会（☎ 024-534-7502）

町民課（☎62２１１６）

　

こ
れ
ら
の
制
度
の
申
請
を
行
わ

ず
、
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
不
慮
の
事
故
な
ど
に

よ
り
障
害
が
残
っ
た
場
合
に
、
障

害
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
承
認
さ
れ
た
期
間
は
老

齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る
た
め
に

必
要
な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま
す

が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。
就
職
な
ど
で
、
収
入
が
得
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、
将

来
受
け
取
る
年
金
を
増
額
す
る
た

め
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
追

納
制
度
」
を
利
用
さ
れ
る
こ
と
を

お
勧
め
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
相
馬
年
金
事
務
所
ま

た
は
役
場
健
康
福
祉
課
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ　

相
馬
年
金
事
務
所

（
☎
36
５
１
７
３
）

健
康
福
祉
課

（
☎
62
２
９
３
２
）

必ずチェック　最低賃金

福島県の最低賃金は

６６４円
（金額は時間額です）

◎問い合わせ

福島労働局賃金室　☎０２４－５３６－４６０４




